
新潟市こころといのちのホットライン事業実施要綱 
 

（目的） 
第１条 この事業は，電話相談窓口を設けることにより，健康，生活問題等の悩みを抱え

る市民に対する相談支援の拡充を図るとともに，問題解決のために他の相談機関や専門

機関に繋げる等，市民の不安や悩みの解消に資することを目的とする。 
 
（事業名称） 
第２条 事業の名称は，「新潟市こころといのちのホットライン事業」とする。（以下「事

業」という。） 
 
（実施主体） 
第３条 事業の実施主体は新潟市とする。ただし，適切な事業運営が可能であると認めら

れる法人等に事業の全部又は一部を，委託して行うことができるものとする（以下「受

託事業者」という。）。 
 
（対象者） 
第４条  事業の対象者は，原則として新潟市内に在住する者とする。 
 
（相談方法） 
第５条 相談は，電話により行うものとする。 
 
（事業内容） 
第６条  事業の内容は，次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）日常生活上の健康，生活問題等に関する相談に応じ，指導又は助言を行う。 
（２）福祉，保健，医療，教育，就労等の各分野における相談機関及び専門機関と，必要

に応じ連携を図るとともに，相互に助言や協力を行う。 
 
（相談員及び管理責任者の資格） 
第７条 事業を行うにあたっては，あらかじめ，管理責任者を定めるとともに，事業を担

当する相談員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 
（１） 看護師の資格を有する者 
（２） 保健師の資格を有する者 
（３） 精神保健福祉士の資格を有する者 
（４） 社会福祉士の資格を有する者 
（５） 臨床心理士の資格を有する者 
（６） 産業カウンセラーの資格を有する者 
（７） 大学又は短期大学等で，精神保健福祉，心理，教育等の分野を履修した者で，かつ，

相談業務に３年以上従事した経験を有する者 
（８） その他，保健・医療・福祉に係る資格又は実務経験から前号（１）から（６）と同

等の能力を有すると認められる者 



２ 管理責任者は，事業の実施に必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 
 
（相談員の責務） 
第８条  相談員は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１） 相談に当たっては，誠実かつ公正に対処し，相談者と信頼関係を築くように努め

なければならない。 
（２） 相談の趣旨を十分認識し，相談員の信用を失墜させるような行為を行ってはなら

ない。 
（３） 相談員は，職務を遂行するに当たり，相談者のプライバシーに十分配慮するとと

もに，正当な理由なく，その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また，そ

の職を退いた後も同様とする。 
（４） 相談員は，事業の果たすべき役割の重要性に鑑み，各種研修会及び異職種との交

流等あらゆる機会を据え，相談支援等の知識，技術等に関し，自己研纘に努めなけ

ればならない。 
 
（相談料） 
第９条 相談料は，無料とする。ただし，通話料金は，相談者の自己負担とする。 
 
（苦情解決等） 
第１０条 事業の実施に関し，相談者からの苦情については，迅速かつ適切に対応し，そ

の内容等を記録しなければならない。また，市長の指導又は助言を受けた場合は，管理

責任者は必要な改善を行わなければならない。 
 
（帳簿） 
第１１条 受託事業者は，次の帳簿を備えなければならない。 
（１） 相談受付台帳（別記様式第１号） 
（２） 相談記録票（別記様式第２号） 
（３） 月間相談記録集計表（別記様式第３号） 
（４） 年間相談記録集計表（別記様式第４号） 

 
（実施時間） 
第１２条 事業の実施時間は，次のとおりとする。 

（１）平日は，午後５時から午後９時まで。 
（２）日曜日及び土曜日は，午前１０時から午後４時まで。 
（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は，午前

１０時から午後４時まで。 
（４）１月２日及び３日並びに１２月２９日から３１日までは，午前１０時から午後４

時まで。 
 
（帳簿の整備） 
第１３条 受託事業者は，事業に関する独立した会計帳簿を整備しなければならない。ま



た，市長が必要があると認め，提出を求めた時は，速やかに提出しなければなない。 
 
（実施状況報告） 
第１４条 受託事業者は，毎月，事業の実施状況を別記様式第３号による月間相談記録集

計表に，別記様式第１号による相談受付台帳を添付し，市長に報告するものとする 
２ 受託事業者は，翌年度当初に，事業の実施状況を別記様式第４号による年間相談記録

集計表を市長に報告するものとする。 
  
（指導監督） 
第１５条 市長は，第３条の規定により事業を委託した場合は，受託事業者に対しこの事

業が適正かつ効果的に実施されるよう指導監督するものとする。 
２ 市長は，前条の規定により報告を受けたときは，必要に応じて実施状況の調査を行う

ものとする。 
 
（経費） 
第１６条 市長は，第３条の規定により事業を委託したときは，受託事業者に対し事業に

要した経費を予算の範囲内で支出するものとする。 
 
（その他） 
第１７条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，市長が別に定

めるものとする。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２２年１２月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 



 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，平成３１年４月８日から施行する。 
 
附 則 
（施行期日） 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 
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